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尾 瀬 パ ー ク ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 要 項  

 

1. は じ め に  
尾 瀬 国 立 公 園 は 、 平 成 19 年 8 月 30 日に “ 29 番目 の 国 立 公 園 ” と し て 指 定 さ れ た 、

我 が 国 で 最 も 新 し い 国 立 公 園 で す 。日 本 最 大 の 山 岳 湿 原 で あ る 尾 瀬 ヶ 原 、火 山 性 の 堰 止 め
湖 で あ る 尾 瀬 沼 と 、そ れ を と り ま く 至 仏 山 や 燧 ヶ 岳 な ど の 山 岳 地 に よ っ て 構 成 さ れ て お り
優 れ た 景 観 を 有 す る と と も に 、学 術 的 に 極 め て 貴 重 な 湿 原 地 帯 で あ り 、ミ ズ バ シ ョ ウ や ニ
ッ コ ウ キ ス ゲ を は じ め と す る 数 多 く の 植 物 の 生 育 地 と な っ て い ま す 。湿 原 生 態 系 と し て の
価 値 が 評 価 さ れ 、 2005 年 11 月に ラ ム サ ー ル 条 約 湿 地 と し て も 登 録 さ れ て い ま す 。  

尾 瀬 パ ー ク ボ ラ ン テ ィ ア は 、 昭 和 60 年 度に 発 足 、 同 61 年 度よ り 活 動 を 開 始 し 、 現 在
登 録 さ れ た 21 名 で 調 査 活 動 、 自 然 解 説 活 動 、 清 掃 活 動 、 普 及 啓 発 活 動 な ど を 行 っ て い ま
す が 、 新 し く 誕 生 し た 国 立 公 園 と し て 、 自 然 環 境 調 査 や 利 用 マ ナ ー 等 の 普 及 啓 発 活 動 は 、
ま す ま す 必 要 性 が 高 ま っ て き て い る た め 、 今 回 追 加 の 募 集 を 行 う こ と と な り ま し た 。  

 
 

2. 活動内容 
尾 瀬 国 立 公 園 に お い て 調 査 活 動 、 普 及 啓 発 活 動 、 自 然 解 説 活 動 、 清 掃 活 動 、 利 用 施 設 の

簡 易 な 維 持 補 修 活 動 な ど を 行 っ て い ま す が 、 平成 20 年度には、 新 た に 国 立 公 園 に 指 定 さ
れ た 地 域 （ 会 津 駒 ヶ 岳 、 田 代 山 ・ 帝 釈 山 地 域 ） で の 利 用 マ ナ ー 等 の 普 及 啓 発 活 動 や 、 ニ ホ
ン ジ カ を 主 と し た モ ニ タ リ ン グ 調 査 活 動 を 一 層 充 実 さ せ て い く 予 定 で す 。  

  

 ・ 活 動 の 内 容 例  

活 動 の 種 類  目 的  具 体 の 内 容  

調  査  

自 然 環 境 等 の 経 年 変 化 を

記 録 し 、 尾 瀬 の 保 護 の た

め に 必 要 な 基 礎 資 料 を 作

成 す る た め 。  

【 定 点 撮 影 】  

湿 原 植 生 や シ カ に よ る 植 生 の か く 乱 等 の 経 年 変 化

を 把 握 す る た め 、 定 点 撮 影 に よ る 調 査 を 行 い ま す 。
 
【 ラ イ ト セ ン サ ス 調 査 】  

シ カ の 個 体 数 の 経 年 変 化 を 把 握 す る た め 、夜 間 ビ ー

ム ラ イ ト を 照 射 し 確 認 し た 個 体 を カ ウ ン ト し 記 録

し ま す 。  
 

【 シ カ の 追 跡 調 査 】  

シ カ の 季 節 的 な 移 動 経 路 や 生 態 を 把 握 す る た め 、発

信 器 を 装 着 し た シ カ を 追 跡 す る 調 査 で 、そ の 補 足 的

な 調 査 活 動 を 行 い ま す 。  
 
【 自 動 撮 影 カ メ ラ に よ る シ カ の 調 査 】  

移 動 経 路 上 に カ メ ラ を 設 置・保 守 点 検 し、撮 影 さ れ

た シ カ の 個 体 か ら 生 態 把 握 を 行 い ま す 。  

普 及 啓 発  

自 然 解 説  

清     掃   

 

利 用 者 に 対 す る 利 用 マ ナ

ー の 周 知 や 質 の 高 い 自 然

体 験 な ど 、 国 立 公 園 の 適

切 な 利 用 を 推 進 す る た

め 。  

【 普 及 啓 発 活 動 （ 年 ４ ～ ５ 回 程 度 ）】  

会 津 駒 ヶ 岳 、田 代 山 、帝 釈 山 の 各 入 山 口 及 び 登 山 道

に お い て 、情 報 収 集 、清 掃 活 動 や 利 用 マ ナ ー 向 上 の

た め に パ ト ロ ー ル や PR を 行 い ま す 。  

【 レ ク チ ャ ー 】  

公 園 利 用 者 に 対 し て 収 集 し た 情 報 の レ ク チ ャ ー を

行 い ま す 。  

【 清 掃 活 動 】  

尾 瀬 国 立 公 園 に お い て 清 掃 活 動 を 行 い 、ゴ ミ 持 ち 帰

り の PR を 実 施 し ま す 。  

利 用 施 設 の 

維 持 補 修 

利 用 者 が 使 用 す る 施 設

を 良 好 な 状 態 に 保 つ た

め 。  

環 境 省 が 所 管 す る 木 道 等 の 施 設 お い て 、簡 易 な 補 修

や 除 雪 作 業 を 行 い ま す 。  

 ※上 記 以 外 の 活 動 も 尾 瀬 自 然 保 護 官 か ら 活 動 の 協 力 要 請 を 行 い ま す 。  
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3. 募集定員 
40 名程度 

 
 
4. 募集要件 

次 の 項 目 す べ て に 該 当 す る こ と を 募 集 要 件 と さ せ て い た だ き ま す 。  
①  国立公園保護への理解と公園利用者の模範としての自覚を有し、活動に精力的に参加す

る意志を有すること。 
②  尾瀬パークボランティアの趣旨に賛同し、平成 20 年度より尾瀬パークボランティアとして年間

10 日間以上活動できること。 
③  尾瀬パークボランティア活動の内容をご理解頂き、野外活動ができる健康と体力を有し、

自己の責任のもとに健康管理ができること。 
④  平成 20 年 4 月 1 日時点で年齢が満 20 歳以上 65 歳以下であり、福島県、群馬県、新潟県、

栃木県の４県いずれかに現住所をもつこと。 
⑤  パソコン（携帯電話不可）の E-mail を使用できる環境にあること。 

※原則 E-mail に よ り 活動の連絡、及び活動の出欠等を行うため。 
⑥  「5.養成研修会の実施」のパークボランティアの養成研修会へ参加できること。  

 
 
 
5．養成研修会の実施                                
  パークボランティアとして活動していくのに必要な知識・心得等の習得を目的として研修 
 会を下記の日時に実施致します。応募される方は、養成研修会への出席が必要となりますの 
 でご承知置きください。 
 

日時及び場所：平成 20 年３月１日（土）10:00～15:00  
於）関東地方環境事務所 会議室 
さいたま市中央区新都心 11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル 18F   
最寄り駅（さいたま新都心駅）より徒歩２分 

 
＊研修会出席にかかる交通費は自己負担となります。 

 
 
6．登録 

研修会を受けていただき、適格と認められる方について平成 20 年３月末にパークボラン
ティアの登録希望の有無を確認します。登録を希望される場合は、平成 20 年４月 1 日付け
で、会員として登録します。 

 
 

7．申込み方法                                                                     

   希望者は、所定の申込書に必要事項を記入し、E-mail により申し込みください。 
 

申 込 み 先 ： Ｎ-KANTO@env.go.jp  
締め切り：平成 20 年 2 月 18 日（月）16:00 まで 
  

  ※応募の際は題名に「尾瀬パークボランティア応募」としてください。 
※応募者多数の場合は、抽選にて登録予定者を決定させていただきます。       

  ※登録予定者決定後、応募者全員に結果を通知いたします。登録予定者に対し、養成研修 
   会に関する詳細な内容について、併せてお知らせします。   
 
 
8．問い合わせ                                                                       

日光自然環境事務所（担当：津田）                   
〒321-1434 栃木県日光市本町 9-5   TEL0288-54-1076/FAX0288-53-4154 

 
 
9．その他 
  貸  与：活動中に身につける帽子、ワッペンを貸与します。 

必要経費：自己負担を原則とします。 
補  償：ボランティア活動中の事故による傷害等の補償については、環境省が加入する 

ボランティア保険の範囲内での対応となります。 
 
 

   



- 3 -

★ 活 動 に つ い て  
 
活 動 期 間 ： 通 年  

・ 尾 瀬 パ ー ク ボ ラ ン テ ィ ア の 活 動 は 、通 常 活 動 と プ ロ グ ラ ム 活 動 の ２ つ に 分 類 さ

れ 活 動 を 行 い ま す 。  

 
通 常 活 動 ： 5 月 上 旬 ～ １ ０ 月 末 日  

  プ ロ グ ラ ム 活 動 ： 年 間 を 通 じ 、 必 要 に 応 じ て 活 動 日 を 設 定  
 

・年間スケジュール予定  

月 内容 備考 

 

 

 

 

20 年度 

４月 平成 20 年度活動計画(※)の策定 ・関東地方環境事務所が策定

５～ 

10 月 

・活動の実施 

 通常活動 

 プログラム活動 

・５～１０月の期間に研修会

を実施することもあります 

11 月 反省会 ・次年度活動計画への反映 

12～ 

３月 

・活動の実施 

プログラム活動 

（ 冬期 に お い て尾 瀬 地 域 周辺 に て 活 動を 行 う こ

ともあります） 

研修会 

意見交換 

・必要に応じ技術向上のため

の研修会を実施 

 

・次年度の活動について意見

交換 

 ※活動計画：活動の具体的な内容・人員配置・スケジュール等を定めたものです。 

 
○通常活動について 

・通常活動では、尾瀬沼東岸の環境省所管施設を拠点とし、宿泊を伴う活動をします。 

・活動は週末（金曜日～日曜日）の連続した３日間で行います。シーズン中の毎週末に活動

を行う予定です。次項に通常活動のスケジュ－ル例が記載されています。 

 

・ 活 動 拠 点 で あ る 尾 瀬 沼 東 岸 ま で の ア ク セ ス は 各 登 山 口 よ り 、 徒 歩 に よ る ア プ ロ

ー チ と な り ま す 。  

・ 通 常 活 動 に お け る 宿 泊 施 設 、 炊 事 行 為 の 一 部 、 休 憩 場 所 、 打 ち 合 わ せ 及 び そ の

他 活 動 に 必 要 な ス ペ ー ス に つ い て は 環 境 省 が 提 供 い た し ま す 。  

・ 活 動 に 必 要 な 用 具 類 の 一 部 つ い て は 環 境 省 が 提 供 い た し ま す 。  

・通常活動における集合時間 

 初 日 16:００集合 

 2 日目 12:００集合               

以上の時間にまで集合ください。 

 

※次項に続く 
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・通常活動スケジュール例 

日時 内容 備考 

初日 

（金） 

16:00 

 

20:00 

集合・活動打合せ 

休憩及び食事 

大江湿原ライトセンサス調査（夜間調査活動） 

活動記録の整理 

終了後ミーティング 

尾瀬沼東岸環境省所管施設にて宿泊 

 

・各食事代は自己負担でお 

願いします 

 

・環境省所管施設に宿泊す 

る際、宿泊費用は掛かりま 

せん 

２日目 

（土） 

 

8:00 

8:30 

 

12:30 

13:00 

16:00 

 

20:00 

適宜朝食 

活動打合せ 

午前の活動開始（２．活動内容参照） 

適宜昼食 

集合・活動打ち合わせ 

午後の活動開始（２．活動内容参照） 

日中の活動記録の整理 

休憩及び食事 

大江湿原ライトセンサス調査（夜間調査活動） 

終了後ミーティング 

尾瀬沼東岸環境省所管施設にて宿泊 

・打合せが終了次第活動を開

始します。 

・当日の活動内容は、活動の

打ち合わせにより決定しま 

す。 

・内容によって活動時間は変

更することがあります 

３日目 

（日） 

 

8:00 

8:30 

11:00 

 

12:00 

適宜朝食 

活動打合せ（２．活動内容参照） 

午前の活動開始 

日中の活動記録の整理 

片付け・清掃 

解散 

 

 
 
○ プ ロ グ ラ ム 活 動  

・尾瀬ヶ原でのライトセンサス調査や各登山口における普及啓発活動など、必要に応じて設

定される活動です。 

・宿泊場所や日程等は通常活動とは異なり、別途設定いたします。 

 

・プログラム活動のスケジュール例 
尾瀬ヶ原でのライトセンサス（5 月～10 月の月１回程度）活動例 

日時 内容 備考 

初日 

16:30 

17:00 

20:00 

山ノ鼻に集合・活動打合せ 

適宜夕食 

尾瀬ヶ原ライトセンサス調査（夜間調査活動） 

活動記録の整理 

終了後ミーティング 

見晴地区の環境省所管施設に宿泊 

・各食事代は自己負担でお願

いします 

・環境省所管施設に宿泊する

際、宿泊費用は掛かりませ

ん 

２日目 

6:00 

8:00 

 

適宜朝食 

活動打合せ 

解散または通常の活動へ 

・朝食時間は食事をする山小

屋により異なります。 

 
 


